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通
達
新
旧
対
照
条
文

○
鉄
道
運
送
に
係
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
及
び
許
可
の
申
請
並
び
に
約
款
の
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て

（
平
成
１
５
年
３
月
１
８
日

国
総
貨
複
第
１
９
８
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
の
申
請
等

一

第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
の
申
請
等

Ⅰ

（
略
）

Ⅰ

（
略
）

Ⅱ

申
請
の
方
法
等

Ⅱ

申
請
の
方
法
等

１

登
録
申
請
書

１

登
録
申
請
書

（
略
）

（
略
）

２

添
付
書
類

２

添
付
書
類

(
1
)

(
2
)

（
略
）

(
1
)

(
2
)

（
略
）

(
3
)

規
則
第
４
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
利
用
す
る
運
送
を
行
う
実
運

送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

」
に
つ
い
て
は
、
申
請
時
に
お
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は

、
契
約
書
（
案
）
（
契
約
書(

案)

の
場
合
は
、
登
録
日
ま
で
に
（
新
設
法
人

の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と

）
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)

規
則
第
４
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に

(
3)

規
則
第
４
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用
に

供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
貨
物

供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
貨
物

利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
等
（

利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
等
（

貨
物
の
保
管
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
施
設
を
含
む
。

貨
物
の
保
管
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
施
設
を
含
む
。

）
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
宣
誓
書
）
を
添
付
さ
せ
る

）
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
営
業
所
及
び
保
管
施
設
の
位
置
の
変
更
に
係
る
事

。
た
だ
し
、
営
業
所
及
び
保
管
施
設
の
位
置
の
変
更
に
係
る
事
業
計
画
の
変



- 2 -

業
計
画
の
変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
４
条
第
３
項
の
規
定

更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

に
基
づ
き
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

(
5
)

（
略
）

(
4
)

（
略
）

Ⅲ

登
録
（
変
更
登
録
）
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
処
理
基
準

Ⅲ

登
録
（
変
更
登
録
）
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
処
理
基
準

（
略
）

（
略
）

１

事
業
計
画
（
施
設
）
の
適
切
性

１

事
業
計
画
（
施
設
）
の
適
切
性

(
1
)

使
用
権
原
の
あ
る
営
業
所
、
事
務
所
、
店
舗
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
で

(
1
)

使
用
権
原
の
あ
る
営
業
所
、
事
務
所
、
店
舗
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
営
業
所
等
が
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
も
の
で
あ

あ
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
営
業
所
等
が
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

り
、
規
模
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)

（
略
）

(
2
)

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

二

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
の
申
請
等

二

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
の
申
請
等

Ⅰ

（
略
）

Ⅰ

（
略
）

Ⅱ

申
請
の
方
法
等

Ⅱ

申
請
の
方
法
等

（
略
）

（
略
）

１

２

（
略
）

１

２

（
略
）

３

添
付
書
類

３

添
付
書
類

(
1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2
)

規
則
第
１
９
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
利
用
す
る
運
送
を
行
う
実

運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
運
送
に
関
す
る
契
約
書
の
写

し
」
に
つ
い
て
は
、
申
請
時
に
お
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

は
、
契
約
書
（
案
）
（
契
約
書(

案)

の
場
合
は
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
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人
の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ

と
）
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
3
)

規
則
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用

(
2
)

規
則
第
１
９
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
用

に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
貨

に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
貨

物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
等

物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
等

（
貨
物
の
保
管
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
施
設
を
含
む

（
貨
物
の
保
管
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
管
施
設
を
含
む

。
）
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
特
定
二
種
の
集
配
営
業

。
）
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
さ
せ
る
も
の
と
す

所
等
以
外
に
つ
い
て
は
宣
誓
書
）
を
添
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

る
。
た
だ
し
、
営
業
所
及
び
保
管
施
設
の
位
置
の
変
更
に
係
る
事
業
計
画
又

営
業
所
及
び
保
管
施
設
の
位
置
の
変
更
に
係
る
事
業
計
画
又
は
集
配
事
業
計

は
集
配
事
業
計
画
の
変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
１
９
条
第

画
の
変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

基
づ
き
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

(
4
)

（
略
）

(
3
)

（
略
）

Ⅲ

許
可
（
事
業
計
画
変
更
認
可
）
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
処
理
基
準

Ⅲ

許
可
（
事
業
計
画
変
更
認
可
）
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
処
理
基
準

（
略
）

（
略
）

１

鉄
道
輸
送
と
の
接
続
の
適
切
性

１

鉄
道
輸
送
と
の
接
続
の
適
切
性

(
1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2
)

鉄
道
運
送
事
業
者
又
は
鉄
道
に
係
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
間
に
、

(
2
)

鉄
道
運
送
事
業
者
又
は
鉄
道
に
係
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
の
間
に
、

定
型
的
な
貨
物
の
託
送
に
関
す
る
業
務
取
扱
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

定
型
的
な
貨
物
の
託
送
に
関
す
る
業
務
取
扱
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と

又
は
締
結
の
予
定
が
あ
る
こ
と
（
こ
の
場
合
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人

。

の
場
合
は
、
会
社
設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と

）
。

２

事
業
計
画
の
適
切
性

２

事
業
計
画
の
適
切
性

(
1
)

貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
保
有

(
1)

貨
物
利
用
運
送
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
保
有

使
用
権
原
の
あ
る
営
業
所
、
事
務
所
、
店
舗
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
で

使
用
権
原
の
あ
る
営
業
所
、
事
務
所
、
店
舗
等
を
保
有
し
て
い
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
営
業
所
等
が
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
も
の
で
あ

あ
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
営
業
所
等
が
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

り
、
規
模
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)

（
略
）

(
2
)

（
略
）

３

事
業
適
確
遂
行
能
力

３

事
業
適
確
遂
行
能
力

(
1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2
)

過
去
数
年
間
の
健
全
経
営

（
削
る
）

過
去
３
か
年
程
度
法
人
の
経
常
収
支
が
健
全
で
あ
る
こ
と
。
（
新
た
に
法

人
を
設
立
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
健
全
な
経
営
が
行
わ
れ
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
）

(
2
)

（
略
）

(
3
)

（
略
）

４

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性

４

集
配
事
業
計
画
の
適
切
性

(
1
)

集
配
体
制

（
削
る
）

集
配
営
業
所
ご
と
に
集
配
車
両
２
両
以
上
を
含
む
集
配
体
制
が
整
っ
て
い

る
こ
と
。
自
己
の
車
両
で
集
配
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
集
配
業
務

に
適
切
な
構
造
を
有
す
る
事
業
用
自
動
車
の
使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
。

(
1
)

（
略
）

(
2
)

（
略
）

(
2
)

集
配
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合

(
3
)

集
配
業
務
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合

・
受
託
者
と
の
間
に
、
集
配
業
務
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
若

・
受
託
者
と
の
間
に
、
集
配
業
務
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
又

し
く
は
締
結
の
予
定
が
あ
る
こ
と
（
こ
の
場
合
、
契
約
書
（
案
）
（
契

は
こ
れ
と
同
等
の
も
の
と
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
。

約
書(

案)

の
場
合
は
、
許
可
日
ま
で
に
（
新
設
法
人
の
場
合
は
、
会
社

設
立
後
速
や
か
に
）
契
約
書
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
）
）
又
は
こ

れ
と
同
等
の
も
の
と
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
。

・
受
託
者
が
鉄
道
に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
で
あ
る
こ
と
又

・
受
託
者
が
鉄
道
に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
で
あ
る
こ
と
又

は
鉄
道
貨
物
の
集
配
の
た
め
の
必
要
な
体
制
を
有
し
て
い
る
一
般
貨
物

は
鉄
道
貨
物
の
集
配
の
た
め
の
必
要
な
体
制
を
有
し
て
い
る
一
般
貨
物
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自
動
車
運
送
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

自
動
車
運
送
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

５

（
略
）

５

（
略
）


